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◎保育園・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 203 

保護者が仕事などにより、昼間児童の保育ができないときに、下記の保育園で保育します。保育 
料は各家庭の課税状況等に応じて決定されます。通常保育以外に地域の児童福祉の強化を図るため 
に、延長保育、一時保育、障害児保育などの特別保育を行っていますので、お尋ねください。 

●保育園一覧 
 

 

保育園名 
 

住 所 
 

電話番号 
特別保育実施の有無 

延長保育 一時保育 障害児保育 

戸田保育園 戸田 13-69-1 43-2315 ○ ○ ○ 

伊保内保育園 伊保内 2-61-1 42-2208 ○ ○ ○ 

ひめほたるこども園 

（保育園部門） 

 

長興寺 14-33-3 
 
41-1300 

 

○ 
 

○ 
 

○ 

●保育料 
 

階層 
区分 

 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 
保育料（月額：円） 

３歳未満児 ３歳以上児 
 

A 生活保護法による被保護世帯 
 

0 
 

0 

 

B 村民税非課税世帯 

 1,250 1,000 

 
年収約 260 万円未満ひとり親世

帯等の場合 
0 0 

 
C 

 村民税所得割課税額 

 48,600 円未満 

 （均等割世帯含む） 

 

 

 

 

2,500 2,000 

 年収約 330万円未満ひとり親世
帯等の場合 

750 500 

 

D1 

村民税所得
割課税額
97,000 円未
満 

 

 うち 77,101円未満 

 

5,000 3,500 

 年収約 360万円未満ひとり親世
帯等の場合 

2,500 1,750 

 うち 77,101円以上 5,000 3,500 

 

D2  村民税所得割課税額 169,000 円未満 7,500 5,000 
 

D3 村民税所得割課税額 169,000 円以上 10,000 6,500 

※村内に住所を有する者の内、同一世帯に３人以上の児童がいる場合は、第３子の出生した日 
の属する月から、村内の保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は無料となります。 

 

◎放課後児童クラブ・・・住民生活課地域福祉班☎  42-2111  内線  202 

学童保育は、小学生を対象に放課後の留守家庭の児童たちの生活を守り、健全育成を図るための
場所です。子どもたちは、指導員のもとで放課後遊んだり、勉強したりして過ごします。入所を希
望する方は、役場住民生活課又は村社会福祉協議会（☎ 41-1200）にお申込みください。 

 

名 称 開催場所 住 所 定 員 

 

九戸村学童クラブ 
 

伊保内小学校内 
 

伊保内 7-10-1 
 

５０人 


